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平成29年12月27日
横浜市内障害児通所支援事業所　各位

こども青少年局障害児福祉保健課長

人員基準適合確認アンケートの実施について（依頼）


　日頃より、横浜市の障害児福祉行政にご協力いただきありがとうございます。
　さて、平成29年度の障害児通所支援の人員基準の改正に伴い、平成30年4月に向けての人員配置の準備をしていただいているところかと思いますが、現在の準備状況を把握するため、アンケートを実施させていただきます。お忙しいところ恐れ入りますが、アンケートにご協力いただきますようお願いいたします。

１　アンケートの内容
　　別紙『障害児通所支援事業人員基準適合確認のためのアンケート』参照

２　提出物
　　〇別紙『障害児通所支援事業人員基準適合確認のためのアンケート』
　　〇児童発達支援管理責任者および児童指導員等の要件を確認するための挙証資料の写し
上記2点を単位ごとに作成し、郵送にて提出してください。

３　挙証資料について
指定申請時や変更届時に提出済みの場合も添付してください。原本を提出済みで写しを提出できない場合はその旨をアンケートにご記入ください。

４　提出先・提出期限
　　【提出先】〒２３１－００１７
　　　　　　　横浜市中区港町１－１　横浜市こども青少年局障害児福祉保健課　
人員基準アンケート係
【提出期限】平成30年1月17日（水）消印有効
※提出の際は、他の書類（実績記録票や変更届など）を同封せずに送ってください。

５　注意事項
障害福祉情報サービスかながわに平成29年12月18日付で厚生労働省の通知『サービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の延長について』が掲載されており、お問い合わせを多くいただいています。この通知には、事業の開始の日から起算して1年間は、実務経験を満たす者については研修の終了の要件をみたしている者とみなす規定が平成31年3月末まで延長することになったという内容が記載されています。このため、事業開始後1年以上経過している事業所には当てはまりませんのでご注意ください。

担当　横浜市こども青少年局
障害児福祉保健課
黒田　青木　野村　石川　藤田
電話  045-671-4274
